
令和３年第６回中頓別町農業委員会総会会議記録

日 時 令和３年９月 30 日

午後 1時 00 分開会

午後 1時 40 分閉会

場 所 中頓別町役場大会議室

１ 当日の出席委員は次のとおりである。

佐藤 秀樹、西 一彦、石橋 美代子、藤田 健一、石黒 和浩、森川 健一

６名

２ 当日の欠席委員は次のとおりである。

石井 進 １名

３ 本会のための説明者 農業委員会 事務局長 平 中 敏 志

４ 本会のための書記 農業委員会 主幹 北 村 哲 也

５ 議 事

報告第１号 令和３年度農地パトロール（利用状況調査）報告について

議案第１号 土地の現況証明書について

議案第２号 農地法第４条の規定に基づく許可申請について

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第４号 農用地利用集積計画の決定について

６ その他

（１）今後の予定について

①令和３年度全国農業委員会会長代表者集会

令和３年１２月２日（木） 場所：未定

②一般社団法人北海道農業会議第９２回総会

令和４年３月１７日（木） 札幌市第二水産ビル

（２）その他

７．閉 会
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事務局

事務局

議長

事務局

議長
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議長

農地等調査斡

旋委員長

ただ今から、令和３年第６回中頓別町農業委員会総会を開会いたします。

まず始めに会長より挨拶をお願いします。

（挨拶終了）

【欠席報告】

本日は 石井委員より欠席の旨、事前に連絡がございましたので、ご報告い

たします。）

【定数報告】

本日の出席委員は７名中６名であります。農業委員会等に関する法律第２７

条第３項の規定によります過半数に達しておりますので、本日の総会が成立し

ておりますことをご報告申し上げます。

これより、中頓別町農業委員会会議規則第７条第１項の規定に基づき、会長

が議長となり、議事を進行致しますので、森川会長、よろしくお願い致しま

す。

【議事録署名委員の指定】

議事録署名委員の指定を行います。

中頓別町農業委員会会議規則第１５条の規定に基づき、議長が２名の委員を

指名いたします。

４番 石橋委員、５番 藤田委員を指名いたします。

次第の４番、会務報告につきまして、事務局から報告願います。

【会務報告】

（事務局より説明）

会務報告を受けましたが、何か、質問はございますか。

ありませんの声

次に「農地等調査斡旋委員会報告」につきまして、農地等調査斡旋委員長よ

り説明をお願いします。

農地等調査斡旋委員会報告について説明いたします。説明につきましては、

別紙農地等調査斡旋委員会報告により説明いたします。



議長

委員

議長

事務局

第５回農地等調査斡旋委員会の開催状況を報告いたします。

開催日時は令和３年〇月〇〇日〇曜日、〇〇時〇〇分から〇〇時〇〇分ま

で、開催場所は中頓別町役場、参集範囲は農地等調査斡旋委員等により３名で

開催しました。

協議案件は、農地法第４条許可案件１件による現地確認を行うこととしまし

た。

（１）農地法第４条 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

本件につきましては、本総会議案第２号案件でありますので、議事の進行に

伴い、報告することとします。

令和３年９月２８日

農地等調査斡旋委員会 委員長

ありがとうございました。以上報告が終わりました。報告にありましたよう

に承認事項について、議事の進行に伴い審議することとしてよろしいでしょう

か。

異議なしの声

それでは、議案の審議に移りたいと思います。

報告第１号「令和３年農地パトロール（利用状況調査）の報告について」を、

事務局より説明願います。

報告第１号 「令和３年度農地パトロール（利用状況調査）の報告につい

て」令和３年度農地パトロール（利用状況調査）について、別紙のとおり報告

する。

令和３年９月２８日提出 中頓別町農業委員会会長。

別紙「報告第１号資料令和３年度農地パトロール（利用状況調査）報告書」

をご覧ください。

１．農地パトロール実施事項

○ 平成３年度農地パトロール実施事項

新たな遊休農地及び耕作放棄地の有無、非農地証明申請内容について説明

し、調査を実施しました。

２．農地パトロール事前準備

○経路図の図面を７月に作成しております。

３．農地パトロール（利用状況調査）地区別担当委員配置実績表



議長

委員

議長

事務局

○ 別紙２～令和３年度 農地パトロール地区別担当委員配置実績表のとおり

であります。

調査に際しては、農業委員は３名以上で現地確認を行っています。

４．農地パトロール実施報告書

（１）全農地の利用状況調査

指導を必要とする土地･･･０筆（０件）

５．最終報告

今年度の農地パトロールでは、昨年度と同様に全ての農地の利用状況を確認

し、新たな遊休農地の発生がないことを確認しました。また、非農地証明申請

箇所についても状況を確認しました。

一方、今後も経営離脱する農業者が予想されることから、遊休農地が発生し

ないよう引き続き確認を進めることが必要と判断されます。

以上、利用状況調査について報告いたしますので、内容についてご審議くだ

さいますようよろしくお願いいたします。

報告第１号「令和３年度農地パトロール（利用状況調査）の報告について」

の事務局からの説明が終わりました。

本報告について質疑はありませんか。

ありませんの声

それでは、議案第１号「土地の現況証明書について」についてを議題としま

す。事務局より説明をいたさせます。

議案第１号 「土地の現況証明書について」北海道農地法関係事務処理要領

に基づき、次の件について審議を求める。

令和３年９月２８日提出 中頓別町農業委員会会長

番号〇 土地の表示は〇〇〇〇〇番〇〇〇〇筆、公募地目は畑ですが、現況

は農地、採草放牧地以外、面積は〇〇〇㎡です。土地の所有者および申請者は

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。申請目的は地目変更、調査員は、農地パトロー

ルによる農業委員４名、調査日は令和３年〇月〇〇日です。

引き続き続いて番号〇の説明をさせていただきます。

番号〇 土地の表示は〇〇〇〇〇〇筆、公募地目は畑ですが、現況は農地、

採草放牧地以外、面積は〇〇〇〇㎡です。土地の所有者および申請者は〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇さん。申請目的は地目変更、調査員は、農地パトロールによ

る農業委員４名、調査日は令和３年〇月〇日です。

引き続き続いて番号〇の説明をさせていただきます。
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番号〇 土地の表示は〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇筆、公募地目は畑ですが、現

況は農地、採草放牧地以外、面積は〇〇〇〇㎡です。土地の所有者および申請

者は〇〇〇〇〇〇〇〇さん。申請目的は地目変更、調査員は、農地パトロール

による農業委員４名、調査日は令和３年〇月〇〇日です。

土地の現況証明につきましては、「北海道農地法関係事務処理要領第９信

託・証明関係４の規定」に基づき、申請人から現況証明願書が提出された案件

に対して、農業委員３名以上で現地確認を行い、農業委員会での審議に付した

後、証明書を交付することになります。

それでは議案第１号資料 現地目調査報告書により、説明させていただきま

す。

議案第〇号資料

現 地 目 調 査 報 告 書

北海道農地法関係事務処理第９信託・証明関係４の規定により、土地の現況

確認を実施したので報告いたします。る。

（報告書を説明）

以上説明とさせていただきます。

説明が終わりました。それでは、議案第１号「土地の現況証明書につい

て」、受付番号順に審議に入ります

受付番号〇番、〇〇〇〇〇〇〇〇〇の現況証明について、何かご質問ござい

ますか。

ありませんの声

質疑なしと認め、受付番号〇番について、ご異議ございませんか。

異議なしの声

ご異議なしと認め、受付番号〇番については承認することに決しました。

続きまして、受付番号〇番、申請者〇〇〇〇さんの現況証明について、何か

ご質問ございますか。

ありませんの声

質疑なしと認め、受付番号〇番について、ご異議ございませんか。



委員

議長

委員

議長

委員

議長

事務局

議長

斡旋委員長
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異議なしの声

ご異議なしと認め、受付番号〇番については承認することに決しました。

続きまして、受付番号〇番、申請者〇〇〇〇んの現況証明について、何かご

質問ございますか。

ありませんの声

質疑なしと認め、受付番号〇番について、ご異議ございませんか。

異議なしの声

ご異議なしと認め、受付番号〇番については承認することに決しました。

続いて議案第２号「農地法第４条の規定に基づく許可申請について」を議題

とします。事務局より説明をいたさせます。

それでは、議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請について」をご

説明いたします。

下記の農地について、農地法４条の規定による届出書の提出があったので、

農地法４条の規定により審査を求める。

令和３年９月２８日提出、中頓別町農業委員会会長。

番号〇 土地の表示は字〇〇〇〇〇番〇〇 〇〇〇㎡、〇〇〇番〇〇 〇〇〇

〇㎡、公簿地目 畑、現況 畑、申請人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇です。申請の

目的は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇のための転用申請です。

ここで、番号〇の案件について、農地等調査斡旋委員会より報告を願いま

す。

〔農地等調査斡旋委員長報告〕

農地等調査斡旋委員会報告書

（報告書を説明）

令和３年 ９月２８日

農地等調査斡旋委員会委員長

次に審査表について、事務局より説明をいたさせます。
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それでは『農地転用許可申請に係る審査表』審査表に基づき、ご説明申し上

げます。

（審査表の説明）

以上で説明を終了します。ご審議のほどよろしくお願い致します。

事務局から農地法４条許可申請委員長番の説明が終わりました。

農地転用の申請についての審議に入りますが、何かご質問ございますか。

ありませんの声

質疑なしと認め、申請番号委員長番について、ご異議ございませんか。

異議なしの声

ご異議なしと認め、申請番号委員長番については承認することに決しまし

た。

続いて、議案第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」

を議題といたします。事務局より議案の説明をいたさせます。

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請について」をご説明申し上

げます。農地法第５条の規定による許可申請のあった次の件について、審議を

求める。令和３年９月２８日 中頓別町農業委員会 会長。

別紙の「農地法第５条転用調査書」をご参照願います。

農地法５条転用調査書

（調査書の説明）

北海道農業会議への意見聴取につきましては、令和３年１０月２５日開催の

常設審議委員会に間に合うように、関係書類を提出することになります。

また、許可相当と判断頂いて、農業会議からも許可相当の意見回答があった

場合は、速やかに許可書を交付することとし、次回の総会で報告させていただ

きます。

以上、説明とさせていただきます。

事務局より説明が終わりました。本件は、中頓別町農業委員会会議規則第１

３条の議事参与の制限がございますので、〇〇委員につきましては、退席をお

願いします。
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暫時休憩します。

（〇〇委員退席）

休憩を解いて、会議を再開します。

議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について」、何かご質問ご

ざいますか。

それでは議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請について」何かご質

問ございますか。

ありませんの声

質疑なしと認め、議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請につい

て」を承認することにご異議ございませんか。

異議なしの声

ご異議なしと認め、議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請につい

て」は承認することに決しました。

また、農業会議から許可相当の意見回答があった場合は、速やかに許可書を交

付することとし、次回の総会で報告することといたします。

ここで、暫時休憩します。

（〇〇委員入室）

休憩を解いて、会議を再開します。〇〇委員に報告致します。議案第３号

「農地法第５条の規定による許可申請について」については、原案どおり、承

認することに決しましたので、ご報告致します。

次に議案第４号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用

地利用集積計画の決定について」を議題とします。事務局より議案の説明をい

たさせます。

議案第４号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画の決定について」下記の者に係る農用地利用集積計画の決定につい

て、審議を求める。

令和３年９月２８日提出、中頓別町農業委員会会長。

所有権移転の案件でございます。

番号所〇番、土地の表示は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇計〇筆、地目は公簿現況

共に畑で面積は〇〇〇〇〇〇㎡。対価は〇〇〇〇〇円。所有権の移転の時期は
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令和３年〇月〇〇日、引き渡しの時期は対価の支払日です。譲渡人は〇〇〇〇

さん、譲受人は〇〇〇〇さん。譲渡理由は農地を近隣耕作者に譲り渡す。譲受

理由は農地を譲受け、農業経営の安定を図る。譲受人の状況は経営地 畑〇〇

〇〇㏊、労働力〇人、斡旋無、資金は自己資金、年金加入は加入されておりま

す。農地位置につきましては、農用地利用集積計画に添付しております図面の

とおりであります。

以上、議案第１号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農

用地利用集積計画の決定について」の説明を終わります。よろしくご審議の

程、お願いします。

それでは、議案第４号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画の決定について」の審議に入ります。

所〇番 〇〇〇〇さんから 〇〇〇〇さんへ利用集積計画所有権移転につい

て何かご質問はございせんか。

ありませんの声

質疑なしと認め、所〇番について、ご異議ございませんか。

異議なしの声

ご異議なしと認め、所〇番については承認することに決しました。

以上で、本日提出の議事が全て終了しました。

それでは、７ その他 （１）今後の予定について、事務局より説明をお願

いします。

（事務局説明）

何か質問はありませんか。

ありませんの声

次に（２）その他について、事務局および委員のみなさまから何かございま

すか。

ありませんの声

長時間にわたりご審議いただき、ありがとうございました。

以上をもちまして、令和３年第６回農業委員会総会を終了いたします。


